
令和３年９月１０日 

保護者の皆様 

横浜市教育委員会 

横浜市立若葉台小学校 

校長 中島 早苗 

分散登校での教育活動【延長】について 

 保護者の皆様には、９月１日から開始しました、分散登校実施による教育活動の再開にあたり、多大なる

ご協力とご理解賜りましたこと、心より感謝申し上げます。 

 先日、メールにてお知らせいたしました通り、緊急事態宣言が延長されましたので、横浜市立学校では、

９月１４日から１０月１日まで引き続き、分散登校による教育活動を行うことにしました。 

 分散登校につきましては、今まで通り学級を登校グループと家庭学習グループの２つに分けて行います。 

GIGA端末については、毎日持ち帰り、登校日に持ってきます。家庭学習の時には、ご家庭で接続のご協

力をお願いします。接続できない等、ご不明な点がありましたら、ご相談ください。 

つきましては、次の内容で分散登校を延長しますので、お知らせいたします。 

１ 分散登校について 

・ 学級を２つのグループに分けて教育活動を行います。 

・ 下校は、14時25分とします。 

・ ９月１日から９月１３日までと同じグループです。 

・ 分散登校の仕方は、次のとおりとします。 

 

【日程】地区別による１日おきの登校 
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◆緊急受入れを希望する場合は事前の申し込みが必要です。※２ 

①緊急受入れをされる場合には、８：１０～８：２０までの間に保護者の方がお子様を連れて登校し、

職員玄関前で受付をします。 

②昼食後、１４：２５以降、キッズや学童に向かいます。下校する児童の保護者におきましては、職員

玄関までお迎えをお願いします。 



【分散グループ】今までと変更はありません 

Aグループ Bグループ 

１丁目 
２丁目 
３丁目２棟 

３丁目３棟～１１棟 
４丁目 
学区外 

 

２ 緊急受入れについて 

  

◆１～３年生及び個別支援学級（全学年）の児童のうち、保護者の就業やその他の事情で家庭での対応が

困難な場合にのみ「緊急受入れ」を実施します。なお、「緊急受入れ」はあくまでも「緊急の措置」

であることを十分にご理解いただいた上で申し込みをご検討ください。保護者の就業やその他の事情

で家庭での対応が困難な場合にのみ受入れとなります。なお、緊急受入れに参加する日には、家庭学習

の日でも下校（昼食あり）まで学級で生活することになりますのでご承知おきください。 

  

◆緊急受入れ利用を申し込む方は、９月１３日（月）午前７：４０～午前９：３０までに、ホームページ

に添付された緊急受入れカードをダウンロードして印刷し、必要事項を記入の上保護者がご持参い

ただくか、学校までご連絡ください。（921-5245）※２ 

  ９月１３日午前９：３０以降の申し込みは、原則として受け入れできません。 

 

３ 児童生徒の健康状態の把握について 

 

◆分散登校延長にあたり、児童生徒の健康観察とご家庭での健康管理が更に重要となります。登校前に各 

家庭で健康観察を行い、体調不良（発熱、せき・のどの痛み、腹痛、倦怠感、息苦しさ、頭痛の症状等）

の場合は登校を見合わせてください。また、ご家族で体調の悪い方がいる場合にも同様に登校を控えて

ください。登校に際しては、健康状態を確認するため健康観察票の記入と提出をお願いします。 

なお、登校後、児童の発熱を確認した場合、文部科学省から示されているとおり、帰宅措置を講じます。 

 

  ◆登校日の欠席連絡は、引き続き「電話」にてお願いします。連絡帳の活用は当分の間お控えください。

また、毎日の健康観察については、「登校グループ」「家庭学習グループ」ともに健康観察票の記入とロイ

ロノートの回答をお願いします。ロイロノートの健康観察の回答は、８：００までにお願いします。「登

校グループ」については、健康観察票の提出とロイロノートの回答の２点をお願いしますが、何卒ご理解

ご協力をお願いいたします。 

＜医療的ケアや基礎疾患のあるお子さんについて＞ 

医療的ケアが日常的に必要なお子さんや基礎疾患のあるお子さんの保護者の方は、主治医等と相談するなど

し、登校のご判断をお願いします。医師との相談等により出席を見合わせる場合は、「出席をしなくてもよい

日」となります。 

  

  ◆お子様が濃厚接触者となった、もしくはＰＣＲ検査を受けた場合には、速やかに学校までご連絡ください。 

 

４ お願い 

 ・極力、不織布のマスク着用にご協力ください。 

 ・９月１６日、１７日、２１日は４時間授業を予定していましたが、分散登校延長に伴い、児童の授業機

会確保のため５時間授業に変更します。 

  

・緊急受入れの際、車での送迎はご遠慮ください。 


